
 

 
 

毎週金曜を定時退庁日に設定します。御理解をお願いします。 

 

1日(水)  心の教育の日  校内人権週間（5/30～6/3） 

2日(木)  耳鼻科検診 水質検査 ALT来校 

  硬筆教室（１７時～１８時 図書室）  

3日(金)  C校時 よい歯教室（中学年） 租税教室 児童教育相談 

          英語検定 

7日(火)  全校朝会 よい歯教室（低学年） 緑の少年団活動1 

8日（水）  集団宿泊学習（5・6年生  ～9日 奄美少年自然の家） 

9日（木） ALT来校 

10日（金） 集団宿泊学習休養措置日（5・6年生） 

11日（土） 土曜授業 B校時 授業参観②,愛校作業③ 

13日（月） 職員会議  ALT来校   

14日（火） C校時 水泳学習1 クラブ活動1 

16日（木） 第1回小学校集合学習 ALT来校 

           第2回家庭教育学級 

19日（日） ウヤフジ（御先祖）感謝の日 

20日（月） よい歯教室（高学年） 

21日（火） 水泳学習2 クラブ活動2 

23日（木） 水泳学習3  ALT来校  親子読書の日 

硬筆教室（１７時～１８時 図書室）  

25日（土） 親子茶道教室①（元気の出る館） 

30日（木） 水泳学習4  ALT来校 

ハンセン病問題を正しく理解する週間 

鹿児島県では，ハンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発，偏

見・差別の解消に務めるとともに，これらの方々の名誉の回復を図る

ことを目的に，平成21年度から，厚生労働省が「らい予防法による

被害者の名誉回復及び追悼の日」として定めた6月22日を含む，日

曜日から一週間を「ハンセン病問題を正しく理解する週間」と定めて

います。ハンセン病を正しく理解し，療養所の入所者や社会復帰され

た方々が社会に暖かく迎えられ,安心して生活することができるよう

差別や偏見のない社会づくりに努めましょう。 

令和4年度の「ハンセン病問題を正しく理解する週間」は 

令和 4年 6月 19日（日） 

～ 令和 4年 6月 25日（土）です。 

 

  

【お知らせとお願い】 

○ 先日のプリントでもお知らせしましたが，道路に面した正門，給

食室付近で，自家用車による子どもの送迎は，交通事故防止のためご

遠慮いただくようお願いしています。やむを得ない場合は体育館の

入口付近にある路側の駐車スペースをご利用ください。 

○ 放課後，校庭に自動車を乗り入れる際は，正門から入って右側の

琉球松の付近に駐車してください。正門から入って左側の調理場の

方には侵入しないようご協力願います。 

（学級PTA等の行事の際は駐車可） 

○ カッター訓練が現在のところ，天候不良のため実施できておりま

せん。25日（水）と27日（金）に実施の予定です。 

○ 校舎正面玄関に傘立てがありますが,長期間にわたって置いてある

傘があります。使わない場合には持ち帰るよう家庭でも話をしてく

ださい。なお，記名がなく，使用者が不明な傘は，学校の傘として雨

天時に傘を忘れた子への貸出用に活用させていただきますのでご了

承ください。 

 
田 検 小 学 校 だ よ り 

令和 4年 5月 23日（月） 

宇検村立田検小学校 

  

    鄕土に誇りをもつ子どもに 

学校長 平山 晋 

先日，校舎の玄関ホールに，数枚の写真を展示しました。校舎や

山々，その上に広がる青空が波静かな焼内湾の水面に映っている写

真や，湯湾港から見える夕日，田検のバス停を撮影した写真などで

す。これは，私が宇検に住み始めて，「いいなあ。」と感動した宇検

の姿を撮影した写真の一部です。そして，その下に，「宇検の写真

を大募集!!」と貼り紙をしました。 

なぜ子どもたちから写真を募集しているかというと，子どもたち  

が宇検の風景や人物，生き物などの写真を撮ろうとすることや展 

示された写真を見ることが鄕土の素晴らしさに気付くきっかけと

なればと考えたからです。「普段から見慣れて当たり前となってし

まった風景や人物，生き物，出来事などが，実は素晴らしいもので，

かけがえのないものなのだと，写真を撮ることや見ることで気付い

て欲しい。そうすることで，自分の住む郷土に誇りをもつ子どもに

育ってくれるのではないか。」と考えたのです。 

  そこで保護者や地域の皆様にお願いがあるのですが，子どもたち  

が写真を撮ることのお手伝いをしてくださいませんか。 

保護者の皆様は，写真を撮るための機器（カメラや携帯など）を 

貸したり，「これを撮ってみたらどうかな。」とアドバイスをしたり 

していただけませんか。また，地域の皆様は，写真を撮ろうとする 

子どもを見かけたら，アドバイスをしたり被写体になったりしてい 

ただけるとありがたいです。 

子どもが撮影するのが難しいようであれば，子どもが選んだ被写 

体を保護者や地域の皆様が撮影された写真でも構いません。以前 

撮影した写真でも構いません。そして，その写真を子どもに持た 

せていただけないでしょうか。玄関ホールに掲示させていただきま 

す。 

  ちなみに，本校の校章について，第３５代校長福田裕生先生が編  

集された「田検小学校ヒストリア」に以下のような記載がありまし 

た。まさに私が感動した「焼内湾に映る山々」がモチーフとなって 

校章がデザインされたそうです。ずっと以前から，この焼内湾の風 

景を地域の皆様が大切にしてこられたことが分かります。そして， 

宇検の風景とともに，学校の歴史も大事にしなければならないと思 

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ハブこわい教室 令和4年5月10日(火)  

本校の伝統 カッター訓練に向けて 

児童集会(伝言ゲーム,転入児童紹介) 令和4年5月17日(火) 

第 1回家庭教育学級 6月 13日（木） 

ALT来校 令和4年5月12日(木) 

 最初に名柄小から転入してきた 1 年生，藤原碧月さんの紹介をしました。

次に縦割り班ごとに伝言ケームをして楽しく過ごしました。藤原さんの転入に

より，本校の1年生は10名，全校児童は51名となりました。 

 今年度から宇検村にブライアン・ロドリゲスさんがALTとして，

中南米トリニダード・トバゴから赴任されました。田検小には5月

12日から来ていただきました。今後，毎週1回田検小に来ていただ

き，外国語の授業に入っていただきます。 

5月の学校行事から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名瀬保健所から講師をお招きして「ハブこわい教室」を開催しました。ハブの生態や噛まれないための留意

点,万が一噛まれてしまったときの対処法などを詳しく教えていただきました。 

そして，今年度，本校に転入された先生方が本物のハブを使っての捕獲訓練も実施しました。今回持ってき

ていただいたハブの全長は180cmということですが，子どもたちは,ハブの大きさに驚いていました。4月～

6月，9月～10月の間は，ご存知の通りハブが活発に活動する時期ですので，教えていただいたことを日々

の生活の中できちんと守って，ハブに噛まれないよう注意しましょう。 

 宇検村湯湾出身の前駐リトアニア共和国大使の重枝豊英さんと，在日リトアニア共和国大使館公使参事官のアルギマンタス・ミセヴィチュス

さんが田検小を訪れ，5・6年生と交流学習をしました。当日は，村野教育長をはじめ，南海日日新聞などの報道機関も取材に訪れました。授業

ではリトアニアの文化や歴史，自然について学んだり，児童が宇検村の魅力を紹介したりしました。授業の様子は南海日日新聞 5月 14日号の

第1面に掲載されました。 

リトアニア大使との交流学習 令和4年5月13日(金) 

 元宇検分遣所所長の俊岡秀人さんを講師にお招きして

「すぐにできる防災講座」のテーマで講話をいただきまし

た。次回は6月16日の予定です。多数の参加をお待ちし

ています。 

14日（土）午後から，大友組さんの協力で，子どもたちが掃除をしてきれいに

なったカッターを海におろしていただきました。また，訓練を前にオリエンテー

ションを行いチームごとに掛け声や座る順番などを確認しました。 


